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「治山林道必携（委託業務設計積算編）の一部改正について」新旧対照表 
               新                 旧 

            

治  山  林  道  必  携 

 

委託業務設計積算編 

 

 

 

 

 

平成 27 年 7 月 

 

 

高知県林業振興・環境部 治山林道課 

 

 

 

治  山  林  道  必  携 

 

委託業務設計積算編 

 

 

 

 

 

平成 26 年 7 月 

 

 

高知県林業振興・環境部 治山林道課 
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治山事業又は林道に係る事業の調査・測量・設計等を外注する場合の取り扱い要領 
                        （7 林野治第 1078 号 H7.4.1 通知）一部改正新旧対象表 

改正 現行 
第１～第３［略］ 
第４ 調査業務の積算基準 
   第２の１の調査業務を外注する場合には、次の基準により積算を行

うものとする 

 

１［略］ 

 

２ 構成費目の内容 
  調査業務費は、調査費と消費税相当額に区分し、その内容は次のとお

りとする。 
（１）調査費 
  ア 一般調査費の積算 

（ア）純調査費 
    ａ ［略］ 
    ｂ 間接調査費 
     （ａ）運搬費 

調査作業を実施するために必要な機械器具及び資機材運

搬、乱さない試料やコアの運搬、現場内小運搬及び作業員の

輸送に要する経費 
 

（ｂ）～（ｉ）［略］ 
 

（イ）［略］ 
 

イ［略］ 
 
３ 調査業務費の積算（建設コンサルタント等に委託する場合） 
   調査業務費は、次により積算するものとする。 
    調査業務費＝ 調査費＋消費税相当額 

         ＝（一般調査費＋解析等調査費）＋消費税相当額 

第１～第３［略］ 
第４ 調査業務の積算基準 
   第２の１の調査業務を外注する場合には、次の基準により積算を行うも

のとする 

 

１［略］ 

 

２ 構成費目の内容 
  調査業務費は、調査費と消費税相当額に区分し、その内容は次のとおり 
とする。 
（１）調査費 
  ア 一般調査費 

（ア）純調査費 
    ａ ［略］ 

ｂ 間接調査費 
（ａ）運搬費 

       機械器具及び諸資材の運搬に要する経費 
 
 
 

（ｂ）～（ｉ）［略］ 
 

（イ）［略］ 
 

イ［略］ 
 
３ 調査業務費の積算（建設コンサルタント等に委託する場合） 
   調査業務費は、次により積算するものとする。 
    調査業務費＝ 調査費＋消費税相当額 

         ＝（一般調査費＋解析等調査費）＋消費税相当額 
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（１）調査費の積算 

   ア 一般調査費の積算 

一般調査費の積算は次により行うものとする。 

一般調査費＝純調査費＋諸経費＝純調査費×（１＋諸経費率）

(ｱ) 純調査費 
 ａ ［略］ 

     ｂ 間接調査費 
     （ａ）［略］ 
          （ｂ）労働者輸送費 
        純調査費（労働者輸送費、安全費及び営繕経費を除く。

以下同じ。）の額に次表に掲げる労働者輸送費の率等であっ

て当該純調査費の額が該当する区分に対応するものを乗

じ、又は加えて算出するものとする。 
        ただし、これにより算出される額がその該当する各区分

の上段の区分において算出される額の最高額に達しないと

きは、当該最高額まで増額することができるものとする。

［表、略］ 

 
（ｃ）～（ｇ）［略］ 

         （ｈ）営繕経費 
純調査費の額に次表に掲げる営繕経費の率であって当該

純調査費の額が該当する区分に対応するものを乗じて算出す

るものとする。 
ただし、これにより算出される額がその該当する各区分の

上段の区分において算出される額の最高額に達しないとき

は、当該最高額まで増額することができるものとする。 
なお、大規模なボーリング調査等であって、上記の算出方

法によることが適切でない場合には、積み上げにより積算す

ることができるものとする。 
       また、弾性波探査で、火薬類取扱所、火工所の設置が必要

な場合は、その費用を計上する。 
 

［表、略］ 

（１）調査費の積算 

   ア 一般調査費の積算 

一般調査費の積算は次により行うものとする。 

一般調査費＝純調査費＋諸経費＝純調査費×（１＋諸経費率） 

(ｱ) 純調査費 
 ａ ［略］ 

     ｂ 間接調査費 
     （ａ）［略］ 
     （ｂ）労働者輸送費 
        純調査費（労働者輸送費、安全費及び営繕経費を除く。以下

同じ。）の額に次表に掲げる労働者輸送費の率等であって当該純

調査費の額が該当する区分に対応するものに乗じ、又は加えて

算出するものとする。 
        ただし、これにより算出される額がその該当する各区分の上

段の区分において算出される額の最高額に達しないときは、当

該最高額までに増額することができるものとする。 
［表、略］ 

 
（ｃ）～（ｇ）［略］ 

（ｈ）営繕経費 
純調査費の額に次表に掲げる営繕経費の率であって当該純調

査費の額が該当する区分に対応するものに乗じて算出するもの

とする。 
ただし、これにより算出される額がその該当する各区分の上段

の区分において算出される額の最高額に達しないときは、当該

最高額まで増額することができるものとする。 
なお、大規模なボーリング調査等であって、上記の算出方法

によることが適切でない場合には、積み上げにより積算するこ

とができるものとする。 
 
 
 

［表、略］ 
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（ｉ）［略］ 
 

（イ）諸経費 
       諸経費は、現場管理費と一般管理費等を一括して積算するもの

とし、その額は純調査費の額に次表に掲げる諸経費の率であって

当該純調査費の額が該当する区分に対応するものを乗じて算出す

るものとする。 

 
イ 解析等調査費の積算 
 
    解析等調査費は次により積算するものとする。 
   解析等調査費 ＝ 解析等調査原価 ＋ 一般管理費等  
          ＝（直接人件費＋労務費＋直接経費＋その他

原価）＋（一般管理費等） 
 
（ア）・（イ）［略］ 
 
（ウ）一般管理費等 

 一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。 
 （一般管理費等）＝（解析等調査原価）×β／（１－β） 

ただし、βは解析等調査費に占める一般管理費等の割合で

あり、３５％とする。 

（ｉ）［略］ 

 
（イ）諸経費 

         諸経費は、現場管理費と一般管理費等を一括して積算するものと

し、その額は純調査費の額に次表に掲げる諸経費の率であって当該

純調査費の額が該当する区分に対応するものに乗じて算出するもの

とする。 

 
 
イ 解析等調査費の積算 
 
    解析等調査費は次により積算するものとする。 
   解析等調査費 ＝ 解析等調査原価 ＋ 一般管理費等  
          ＝（直接人件費＋労務費＋直接経費＋その他原価）

＋（一般管理費等） 
 
（ア）・（イ）［略］ 
 
（ウ）一般管理費等 

 一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。 
 （一般管理費等）＝（解析等調査原価）×β／（１－β） 

           ただし、βは解析等調査原価に占める一般管理費等の割合であ

り、３０％とする。 
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（２）［略］ 

 
４［略］ 

 
 
第５ 測量業務の積算基準 

 

１・２［略］ 
 
 ３ 測量業務費の積算 
 （１）［略］ 
 （２）直接測量費 
   ア［略］ 
   イ 直接経費 
   （ア）旅費交通費 

次表を参考として、発注者が定めている旅費に関する規則等

に準じて積算するものとする。 
 

 

 

（イ）～（オ）「略」 

 

 
（２）［略］ 

 
４［略］ 

 
 
第５ 測量業務の積算基準 
 
 １・２［略］ 
 
 ３ 測量業務費の積算 
 （１）［略］ 
 （２）直接測量費 
   ア［略］ 
   イ 直接経費 
   （ア）旅費交通費 

次表を参考として、発注者が定めている旅費に関する規則等に準

じて積算するものとする。 
 

 
 
 
 

（イ）～（オ）「略」 

 



6 

 

ウ 精度管理費 
  精度管理費は、次により積算するものとする。 
   精度管理費＝（人件費等＋機械器具損料）×精度管理費率 
  精度管理費率は、測量の種類ごとに次によるものとする。 

 
（注）１ 治山事業調査等標準歩掛２－１２測量業務共通歩掛のうち

２－１２－１打合せ協議、２－１２－２通勤及び調査地内移

動経費（交通費）は、精度管理費係数の対象としない。 
 ２ 林道工事調査等業務標準歩掛２－２－１二車線林道測量の

うち２－２－１－２中心線測量に係る計画準備、２－２－１

－３縦断測量に係る計画準備、２－２－１－４横断測量に係

る計画準備、２－２－１－５土質区分・その他調査、２－２

－１－６伐開、２－２－１－７用地測量に係る土地登記簿・

戸籍簿等調査、地図転写、境界確認、立木調査、土地物件調

査書作成、２－２－１－８保安林調査及び２－２－２－１ 
一車線測量のうち計画・準備は、精度管理費係数の対象とし

ない。 
 

 

（３）諸経費 
    諸経費は、間接測量費と一般管理費等を一括して積算するものと

し、その額は直接測量費の額に次表に掲げる諸経費の率であって当

該直接測量費の額が該当する区分に対応するものを乗じて算出する

ものとする。 

 

ウ 精度管理費 
  精度管理費は、次により積算するものとする。 
   精度管理費＝（人件費等＋機械器具損料）×精度管理費率 
  精度管理費率は、測量の種類ごとに次によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）諸経費 
    諸経費は、現場管理費と一般管理費等を一括して積算するものとし、

その額は直接測量費の額に次表に掲げる諸経費の率であって当該直接測

量費の額が該当する区分に対応するものを乗じて算出するものとする。 
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（４）［略］ 

 

 

第６［略］ 
 
 
別表  技術者の資格区分 
１［略］ 

 

２ 測量業務 

 

 

 

 
 
 
（４）［略］ 
 
 
第６［略］ 
 
 
別表  技術者の資格区分 
１［略］ 
 
２ 測量業務 
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３［略］ 

 

 

 

 
 
３［略］ 
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治山林道必携委託業務設計積算新旧対象表 
改正 現行 

治山事業調査等業務標準歩掛 

 
第１ 調査業務歩掛 

 

１－１ ［略］ 

１－２ 一般調査歩掛 

１－２－１ 一般調査 ［略］ 

 

１－２－２ 地すべり調査 

（注）［略］ 

 （１）［略］ 

 

１－２－２－１ 実態調査 
（注）［略］ 

 

（１）地表移動量調査 

   ア．標識観測 

備考［略］ 

 

 

治山事業調査等業務標準歩掛 

 
第１ 調査等業務歩掛 

 

１－１ ［略］ 

１－２ 一般調査歩掛 

１－２－１ 一般調査 ［略］ 

 

１－２－２ 地すべり調査 

（注）［略］ 

 （１）［略］ 

 

１－２－２－１ 実態調査 
（注）［略］ 

 

 （１）地表移動量調査 

   ア．標識観測 

 

  備考［略］ 
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備考［略］ 

 

イ．地表伸縮計 

備考［略］ 

 

   （イ）・（ウ）［略］ 

 

ウ．地盤傾斜計 

 備考［略］ 

 
   備考［略］ 

 

イ．地表伸縮計 

 

   備考［略］ 

 

    （イ）・（ウ）［略］ 

 

ウ．地盤傾斜計 

 

   備考［略］ 
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   （イ）・（ウ）［略］ 

 

１－２－２－２ 機構調査 
 （１）物理調査 

（注） １）物理探査の資料の解析は、１－３－４－２による。 
２）測線測量は、第２の２－１１－２により別途積算するものと

する。 

 

ア．弾性波探査（24 成分、受信点間隔 5.0m） 

 

  備考［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

    （イ）・（ウ）［略］ 

 

１－２－２－２ 機構調査 
 （１）物理調査 
（注）   ア）弾性波探査（２４成分、受信点間隔 5.0m） 

 イ）水平電気探査 

 

 

ア．弾性波探査（２４成分、受信点間隔 5.0m） 

 

  備考［略］ 
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  備考［略］ 

 

   イ．水平電気探査 

 

備考［略］ 

 

 

備考［略］ 

 

 

 

 
  備考［略］ 

 

イ．水平電気探査 

 

  備考［略］ 

 

 

  備考［略］ 
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   ウ．垂直電気探査 

 

備考［略］ 

 

備考［略］ 

 

 

エ．電気検層 

    （ア）．［略］ 

 

備考［略］ 

 

 （２）［略］ 

 

   ウ．垂直電気探査 

 

  備考［略］ 

 

 

  備考［略］ 

 

   エ．電気検層 

    （ア）．［略］ 

 

 
  備考［略］ 

 

 （２）［略］ 
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（３）地中移動量調査 

 ア．パイプひずみ計 

 

  備考 １［略］ 

 

 

 

   （イ）・（ウ）［略］ 

 

 

 

 

 

 

 
（３）地中変動量調査   

 ア．パイプひずみ計 

 

  備考１［略］ 

 

 

 

     （イ）・（ウ）［略］ 
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イ．孔内傾斜計 

  備考［略］ 

 

     （イ）・（ウ）［略］ 

 

ウ．地中伸縮計 

  備考［略］ 

 

     （イ）・（ウ）［略］ 

 

 

（４）地下水調査 
ア．地下水位調査    （注）県運用有り「メモリーカード式」P5
（ア）自記水位計 

 

 

 

 

イ．孔内傾斜計 

 
  備考［略］ 

 

     （イ）・（ウ）［略］ 

 

ウ．地中伸縮計 

 
  備考［略］ 

 

     （イ）・（ウ）［略］ 

 

 

（４）地下水調査 
ア．地下水位調査     （注）県運用有り「メモリーカード式」P5 
（ア）自記水位計 
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  備考［略］ 

②［略］ 

（イ）［略］ 

 

イ．間隙水圧調査 

 

  備考［略］ 

 

 

  備考［略］ 

 

  備考［略］ 

②［略］ 

（イ）［略］ 

 

イ．間隙水圧調査 

 

  備考［略］ 

 

 

  備考［略］ 
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ウ．地下水追跡調査 

  備考１～４［略］ 

 
 

  備考１～４［略］ 

 
 

（ウ）［略］ 

 

 

ウ．地下水追跡調査 

 

  備考１～４［略］ 

 

 

 
  備考１～４［略］ 

 

 

（ウ）［略］ 

 

 



18 

エ．揚水試験 

（ア）簡易揚水試験 

  備考［略］ 

 

 

（イ）揚水試験 

  備考［略］ 

 

 

オ．水質分析 

 

  備考［略］ 

（イ）［略］ 

エ．揚水試験 

（ア）簡易揚水試験 

 

  備考［略］ 

 

（イ）揚水試験 

 

  備考［略］ 

 

オ．水質分析 

 

  備考［略］ 

（イ）［略］ 
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カ．地下水検層 

（ア）自然水位検層、汲み上げ検層 

 
   備考［略］ 

 

（イ）ステップ検層 

  備考［略］ 

 

キ．［略］ 

 

 

１－２－２－３ ～ １－２－２－７［略］ 

 

１－３［略］ 

 

 

 

 

 

 

カ．地下水検層 

（ア）自然水位検層、汲み上げ検層 

 
  備考［略］ 

 

（イ）ステップ検層 

 

  備考［略］ 

 

キ．［略］ 

 

 

１－２－２－３ ～ １－２－２－７［略］ 

 

１－３［略］ 
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第２ 測量業務歩掛 

 

２－１［略］ 

 

２－２ 渓間工の測量 

 

２－２－１ 渓間工測量歩掛の構成 

 

 

２－２－２ ・ ２－２－３［略］ 

 

２－２－４ 渓間工測量歩掛 

   備考［略］ 

 

 

 

 

 

第２ 測量業務歩掛 

 

２－１［略］ 

 

２－２ 渓間工の測量 

 

２－２－１ 渓間工測量歩掛の構成 

 

 

２－２－２ ・ ２－２－３［略］ 

 

２－２－４ 渓間工測量歩掛 

 

  備考［略］ 
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損料等［略］ 

 

 

損料等［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

損料等［略］ 

 

 

 

損料等［略］ 
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損料等［略］ 

 

損料等［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

損料等［略］ 

 

 

 

損料等［略］ 

 

 

 

 

 

 



23 

２－３ 山腹工の測量 

 ２－３－１ 山腹工測量歩掛の構成 

 

２－３－２ ・ ２－３－３［略］ 

２－３－４ 山腹工測量歩掛 

備考 １［略］ 

２ 刈払の程度により測量補助員を増すことができる。 

損料等［略］ 

２－３ 山腹工の測量 

 ２－３－１ 山腹工測量歩掛の構成 

 

２－３－２ ・ ２－３－３［略］ 

２－３－４ 山腹工測量歩掛 

 

備考１［略］ 

２ 刈払の程度により普通作業員を増すことができる。 

 

損料等［略］ 
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損料等［略］ 

 

 

損料等［略］ 

 

 

  備考［略］ 

 

 

 

損料等［略］ 

 

 

 

損料等［略］ 

 

 

 

  備考［略］ 
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２－４ 海岸防災林造成の測量 
２－４－１ ・ ２－４－２［略］ 
２－４－３ 汀線測量、深浅測量歩掛 

 

（１）汀線測量 

器材費等［略］ 

 

器材費等［略］ 

 

（２）深浅測量 

器材費等［略］ 

 

２－４ 海岸防災林造成の測量 
２－４－１ ・ ２－４－２［略］ 
２－４－３ 汀線測量、深浅測量歩掛 

 

（１）汀線測量 

 

器材費等［略］ 

 

 

器材費等［略］ 

 

（２）深浅測量 

 

器材費等［略］ 
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器材費等［略］ 

 

器材費等［略］ 

 

２－５ ～ ２－１０［略］ 

２－１１ 地すべり防止の測量 

２－１１－１［略］ 

２－１１－２ 測線測量歩掛 

器材費等［略］ 

 

 

 

 

器材費等［略］ 

 

 

器材費等［略］ 

 

２－５ ～ ２－１０［略］ 

２－１１ 地すべり防止の測量 

２－１１－１［略］ 

２－１１－２ 測線測量歩掛 

 

器材費等［略］ 
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２－１２ 測量業務共通歩掛 

２－１２－１ 打合せ協議（注）県運用有り P15 

備考 １・２［略］ 

     ３ 打合せ協議は精度管理費係数の対象としない。  

 

２－１２－２［略］ 

 

第３ 設計業務歩掛 

 

３－１［略］ 

 

３－２ 渓間工の設計 

３－２－１ ・ ３－２－２［略］ 

３－２－３ 渓間工の設計歩掛 

 （１）・（２）［略］ 

（３）治山ダム工の設計 

備考［略］ 

 

２－１２ 測量業務共通歩掛 

２－１２－１ 打合せ協議（注）県運用有り P15 

 

備考 １・２［略］ 

 

２－１２－２［略］ 

 

第 ３ 設計業務歩掛 

 

３－１［略］ 

 

３－２ 渓間工の設計 

３－２－１ ・ ３－２－２［略］ 

３－２－３ 渓間工の設計歩掛 

 （１）・（２）［略］ 

（３）治山ダム工の設計 

 

備考［略］ 

 



28 

 

備考［略］ 

 

備考［略］ 

 

備考［略］ 

 

 

 

 

備考［略］ 

 

 

備考［略］ 

 

 

備考［略］ 
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備考［略］ 

 

（４）護岸工の設計［略］ 

 

（５）流路工の設計［略］ 

 

備考［略］ 

 

 

３－３ 山腹工の設計 

３－３－１ ・ ３－３－２［略］ 

３－３－３ 山腹工設計歩掛 

（１）・（２）［略］ 

 

 

 

備考［略］ 

 

（４）護岸工の設計［略］ 

 

（５）流路工の設計［略］ 

 

 

備考［略］ 

 

 

３－３ 山腹工の設計 

３－３－１ ・ ３－３－２［略］ 

３－３－３ 山腹工設計歩掛 

（１）・（２）［略］ 
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（３）設計計算 

備考［略］ 

 

（４）～（６）［略］ 

 

３－４ ～ ３－１２［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）設計計算 

 

備考［略］ 

 

（４）～（６）［略］ 

 

３－４ ～ ３－１２［略］ 
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新旧対照表 
新 旧 

林道工事調査等業務標準歩掛 
 

第１ 調査業務 

１－１ ［略］ 

１－２ 一般調査標準歩掛 

１－２－１ ～ １－２－３ ［略］ 

１－２－４ 現場内小運搬 

［文、略］ 

［表、略］ 

１－２－４－１ ～ １－２－４－２ ［略］ 
１－２－４－３ 市場単価の設定 

（１）市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは、機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。

調 査 費 
市 場 単 価 

機 労 材 

現場内小運搬 ○ ○ × 

（２）～ （４） ［略］ 
１－２－４－４ ～ １－２－４－５ ［略］ 

 

１－２－５ ～ １－２－６ ［略］ 

 

１－２－７ 弾性波探査 

１－２－７－１ 適用範囲 

［文、略］ 

１－２－７－２ 標準歩掛 

（１）測線設置 

積算に当たっては、次式のＬに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値 

を下表の標準数量に乗じて計上数量を算出するものとする。 

 

補正値 ＝ 0.05 ＋ 0.95Ｌ 

 

 

林道工事調査等業務標準歩掛 
 

第１ 調査等業務 

１－１ ［略］ 

１－２ 一般調査標準歩掛 

１－２－１ ～ １－２－３ ［略］ 

１－２－４ 現場内小運搬 

［文、略］ 

［表、略］ 

１－２－４－１ ～ １－２－４－２ ［略］ 
１－２－４－３ 市場単価の設定 

（１）市場単価の構成と範囲 

市場単価で対応しているのは、機・労・材の○印及びフロー図の実線部分である。 

調査費 
市場単価 

機 労 材 

現場内小運搬 ○ ○ ○ 

（２）～ （４） ［略］ 
１－２－４－４ ～ １－２－４－５ ［略］ 

 

１－２－５ ～ １－２－６ ［略］ 

 

１－２－７ 弾性波探査 

１－２－７－１ 適用範囲 

［文、略］ 

１－２－７－２ 標準歩掛 

（１）測線設置 

積算に当たっては、次式のＬに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値

を下表の標準数量に乗じて計上数量を算出するものとする。 

 

補正値＝０．０５＋０．９５Ｌ 
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新 旧 

  備考 ［略］ 

 

（２）観測 

積算に当たっては、次式のＬに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値 

を下表の標準数量に乗じて計上数量を算出するものとする。 

 

     補正値 ＝ 0.06 ＋ 0.94Ｌ 

備考 ［略］ 
 
  （３） ［略］ 
  （４）火薬取扱所設置 

 
     備考 ［略］ 

 

 備考 ［略］ 
 
（２）観測 

積算に当たっては、次式のＬに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値

を下表の標準数量に乗じて計上数量を算出するものとする。 

 

補正値＝０．０６＋０．９４Ｌ 

 
備考 ［略］ 

 

（３） ［略］ 

 （４）火薬取扱所設置 

 
        備考 ［略］ 
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新 旧 
  （５）発破孔埋戻し   

積算に当たっては、次式のＬに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値

を下表の標準数量に乗じて計上数量を算出するものとする。 
 

補正値 ＝ 0.28 ＋ 0.72Ｌ 
（1ｋｍ当たり） 

種 別 職 種 単位 数 量 適 用 

労 務 費 
調査技師 人 1.00  

調 査 員 人 3.00  

材 料 費  式 1 労務費計の３％ 

      備考 ［略］ 
 
１－２－８ 資料整理等 
 
１－２－８－１ 適用範囲 
 ［文、略］ 
 
１－２－８－２ 標準歩掛 

（１）資料整理とりまとめ 

次式のＸにボーリング本数を代入し、補正値（Ｙ）を求め、その値を下表１式

単価に乗じて求めること。 
 
       Ｙ ＝ 0.084Ｘ ＋ 0.498 
 
 ［表、略］ 
 
 （２）断面図等の作成 

次式のＸにボーリング本数を代入し、補正値（Ｙ）を求め、その値を下表 

１式単価に乗じて求めること。 
 
        Ｙ ＝ 0.070Ｘ ＋ 0.578 

 （５）発破孔埋戻し 

積算に当たっては、次式のＬに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値

を下表の標準数量に乗じて計上数量を算出するものとする。 

 

補正値＝０．２８＋０．７２Ｌ 

（１ｋｍ当たり） 

種 別 職  種 単位 数  量 適  用 

労務費 調査技師 人 １．００  

普通作業員 人 ３．００  

材料費  式 １ 労務費計の３％ 

        備考 ［略］ 

 

１－２－８ 資料整理等 
 

１－２－８－１ 適用範囲 

［文、略］ 
 

１－２－８－２ 標準歩掛 

（１）資料整理とりまとめ 

次式のＸにボーリング本数を代入し、補正値（Ｙ）を求め、その値を下表 

１式単価に乗じて求めること。 

 

Ｙ＝０．０７７Ｘ＋０．４７２ 

 

 ［表、略］ 

 

 （２）断面図等の作成 

次式のＸにボーリング本数を代入し、補正値（Ｙ）を求め、その値を下表 

１式単価に乗じて求めること。 

 

         Ｙ＝０．０６１Ｘ＋０．４９１ 
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新 旧 

 
        備考 ［略］ 
 
１－３ ［略］ 
 
 
第２ 測量業務 
２－１ ［略］ 
２－２ 標準歩掛 
２－２－１ 二車線林道測量 
２－２－１－１ トラバー測量 
 

 
  備考 ［略］ 
 
 
 
 
 
 

 

 

     備考 ［略］ 

 

１－３ ［略］ 

 

 

第２ 測量業務 

２－１ ［略］ 

２－２ 標準歩掛 

２－２－１ 二車線林道測量 

２－２－１－１ トラバース測量 

 

  備考 ［略］ 
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新 旧 
 

 
   備考 ［略］ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 備考 ［略］ 
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新 旧 
 

 
 

 

 
      ［表、略］ 

 

 

 

 

 

  ［表、略］ 
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新 旧 
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新 旧 
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新 旧 
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新 旧 
２－２－２－５ ・ ２－２－２－６ ［略］ 
 
２－２－２－７ 用地測量 

（１） ［略］ 

 

 

 
 
 
２－２－２－８ ［略］ 
 
 
第３ 設計業務 ［略］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－２－２－５ ・ ２－２－２－６ ［略］ 

 

２－２－２－７ 用地測量 

（１） ［略］ 

 

 

 

 

２－２－２－８ ［略］ 

 

 

第３ 設計業務 ［略］ 
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新旧対照表 
新 旧 

県 運 用 事 項 等 
 

 

１－２－２－２機構調査（一般調査） 

 

4 

 

 

 

 

 

県 運 用 事 項 等 
 

 

１－２－２－２機構調査（一般調査） 

 

 

4 
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新 旧 
 

 

５ 一車線林道測量標準 

○改築Ａ（幅員拡張） 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 一車線林道測量標準 

○改築Ａ（幅員拡張） 

 

 
 

28 
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新 旧 
 

 

６ 一車線林道測量標準 

○改築Ｂ（舗装事業） 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 一車線林道測量標準 

○改築Ｂ（舗装事業） 

 

 

 

29 
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